
通所（介護予防通所）リハビリテーション

（３）その他

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法
令及びこの契約の定めに基づき、介護支援専門員並びに関係する市町村やサービ
ス事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と密接に連携し総合的なサービス
の提供に努めていきます。

重要事項
＜2024年6月１日現在＞

（２）運営方針

２　事業所の概要

名称 社会医療法人　三車会　こかわリハビリクリニック
代　表　者　名 院長　平野　三好

所在地・連絡先 （電話）0736－67－7818
（FAX）0736－67－7819

（住所）和歌山県紀の川市粉河４５１－９

１　事業者（法人）の概要

管理者の氏名
通常の実施地域

３　事業所の特色
（１）事業の目的
　主治医の指示に基づき、理学療法士等が、利用者の心身の機能の回復を図り、
有する能力に応じ居宅において自立した日常生活を営むことを目的に実施する通
所サービスです。
　生活の質の維持及び向上並びに社会参加を図るとともに、安心して日常生活が
過ごせるよう、また家族の身体的及び、精神的負担の軽減を図ることを目的とし
ます。

こかわリハビリクリニック　通所リハビリテーション事業所
（住所）和歌山県紀の川市粉河４５１－９
（電話）0736－67－7818
（FAX）0736－67－7819
3011710393
院長　平野　三好
紀の川市

事業所番号

事業所名

所在地・連絡先

医師及び理学療法士が、利用者の直面している課題を評価
し、医師の診療及び利用者の希望を踏まえて、通所（介護
予防通所）リハビリテーション計画を作成します。
　また、サービス提供の目標の達成状況を評価し、その結
果を書面（サービス計画書）に記載して利用者に説明のう
え交付します。

事　項 内　容

通所（介護予防
通所）リハビリ
テーション計画
の作成及び事後
評価



職務の内容

  ただし、利用者の希望に応じて上記サービス提供時間外
での対応の場合もあります。

介護予防通所リハビリテーション費

項目

営業日に準ずる
 正規の勤務時間帯　（8:30～17:30）

休暇

理学療法士
 常勤で勤務

営業日に準ずる
 正規の勤務時間帯　（8:30～17:30）

事務職員
(ﾘﾊﾋﾞﾘ助手)

 常勤で勤務
営業日に準ずる

 正規の勤務時間帯　（8:30～17:30）

８　利用料

①基本料金
2,268単位／月
4228単位／月

金額（単位）要介護度
要支援1
要支援2

相談・調整業務
理学療法士 6 6 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ業務

管　理　者
 常勤で勤務

４　サービス内容
　理学療法士が利用者様の、全身状態の確認、関節の動きや筋力の維持・改善、
日常生活動作の練習や方法の指導、介助方法の検討・指導、コミュニケーション
（言語）の練習、生活環境（福祉用具や住宅改修）のアドバイス、趣味活動の援
助にて楽しみを見つけるお手伝い、自主トレーニングの指導やアドバイス、廃用
性機能低下の予防・改善等を主治医の指示、ケアプランをふまえて利用者の状態
に応じて計画を立て実施します。

　ただし、国民の祝祭日及び年末年始（12月30日から1月3
日）を除きます。

営業時間

対応調整・請求業務・
通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ業務

７　職員の勤務体制

６　事業所の職員体制

従業者の職種
人数 区分

（人） 常勤(人) 非常勤(人)

1 1
事務職員

(ﾘﾊﾋﾞﾘ助手)
2

 （１）　介護保険給付対象サービス
　介護保険の適用がある場合、原則として実施単位数に地域区分に応じた報酬単
価を掛けた金額の、介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額が利用者の
負担金額となります。
  利用者の負担金額については、契約書別紙サービス内容説明書に記載します。

　【所定単位表】利用者負担について
1. 予防給付に関わる費用（利用者負担1割分）

管　理　者 1 1

従業者の職種 勤　務　体　制

５　営業日時
　月曜日から金曜日まで

営業日

　9時00分～16時30分まで

③加算料金2

予防通所リハ科学的介護推進体制加算 40単位/月

利用料金 ①＋②+(③)を計算した合計額
※要支援1の方は利用開始12ヶ月超にて基本料金より月-120単位
※要支援2の方は利用開始12ヶ月超にて基本料金より月-240単位

②加算料金1

予防通所リハ退院時共同指導加算 600単位/回



利用料金 ①＋②+(③)+④(-⑤)を計算した合計額

通所リハ科学的介護推進体制加算 40単位/月

 （２）キャンセル料
　利用者の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料を頂き
ます。ただし、体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、
キャンセル料はは不要です。

 （３）利用料、利用者負担、その他の費用の請求及び支払い方法について
利用料、利用者負担、 ア 利用料、利用者負担及びその他の費用の額

は提供サービスごとに計算し、一カ月ごと
まとめて請求いたします。

その他の費用の請求方法

無料
利用料の自己負担分の100％

利用日の前日までに連絡があった場合
利用日の当日に連絡が無かった場合

④加算料金
⑤減算料金

中山間地域等提供加算

管理者・平野　三好虐待の防止に関する責任者

９　虐待の防止について

金額（単位）

①基本料金

要介護1 369単位／日
要介護2 398単位／日
要介護3 429単位／日

送迎減算（事業所が送迎を行わない場合） -47単位/片道
所定単位　+5％

・介護保険での給付の範囲を超えたサービスの利用料金は、事業者が別に設
定し全額が利用者の自己負担となりますのでご相談下さい。

・介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により事業者に直接介護保険給
付が行われない場合があります。その場合、利用者は1ヶ月につき利用料
金全額をお支払い下さい。

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとお
り必要な措置を講じます。

項目

（1）虐待防止に関する責任者を選定しています。

（2）成年後見制度の利用を支援します。

イ 上記の請求書は、利用明細を添えて利用月
の翌月10日前後に利用者あてにお届けしま
す。

利用料、利用者負担、 ア サービス提供記録の利用者控えと内容を照
合のうえ、請求月の27日前後に下記の方法
によりお支払い下さい。

その他の費用の払い方法

（ア） 利用者指定口座からの引き落とし
イ 利用者負担金の受領にかかわる領収書等に

ついては､引き落とし確認､又は支払いを受
けた後、お渡しします。

（3）苦情解決体制を整備しています。
（4）従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施してい

ます。

要介護4 458単位／日

③加算料金

②加算料金

リハビリテーションマネージメント加算(ロ)開始半年 593単位／月

リハビリテーションマネージメント加算(ロ)半年以降 273単位／月

リハビリテーションマネージメント加算　４ 270単位／月

通所リハ退院時共同指導加算 600単位／回

要介護5 491単位／日

2. 介護給付の係る費用（利用者負担1割分）【通常規模型】



受付時間　午前8時30分～午後5時15分

受付時間　午前8時45分～午後5時30分

□

和歌山県海南保健所 所在地　海南市大野中９３９
健康福祉部 電話番号　０７３４－８２－０６００

紀美野町

受付時間　午前9時00分～午後5時00分
紀美野町役場　保健福祉課 所在地　紀美野町下佐々１４０８番地４

電話番号　０７３－４８９－９９６０

10　身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷
他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対し
て危険が及びことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上
で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがありま
す。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を
行います。
また、事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行
います。

直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の
生命・身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限りま
身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対
して危険が及ぶことを防止することができない場合に限り
ます。

(1) 緊急性……

(2) 非代替性…

利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶこ
とがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。

11　サービス内容に関する相談・苦情について

（2） 苦情申し立ての窓口
【事業者の窓口】
こかわリハビリクリニック 所在地　和歌山県紀の川市粉河451-9

（1） 苦情処理の体制
提供した通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
サービスに係る利用者及びその家族からの相談、苦情を受け付けるた
めの窓口を設置します。

(3) 一時性……

担当者　芝氏　太作 電話番号　０７３６－６７－７８１８
受付時間　午前8時30分～午後5時30分

受付時間　午前9時00分～午後5時45分
紀の川市市役所 所在地　紀の川市西大井３３８

電話番号　０７３６－７７－２５１１

紀の川市

【行政機関の窓口】

□
那賀振興局　健康福祉部 所在地　岩出市高塚２０９

電話番号　０７３６－６１－００２0



所在地　岩出市高塚２０９那賀振興局　健康福祉部

受付時間　午前9時00分～午後5時00分

受付時間　午前9時00分～午後5時45分
電話番号　０７３６－６１－００２0

□
和歌山県和歌山市保健所 所在地　和歌山市吹上5丁目2－15

健康福祉部 電話番号　０７３４－３３－２２６１

生活福祉部　長寿介護課

和歌山市

受付時間　午前9時00分～午後5時00分
和歌山市役所　介護保険課 所在地　和歌山市七番丁２３番地

電話番号　０７３－４３５－１１９０
受付時間　午前8時30分～午後5時15分

□ 海南市

受付時間　午前9時00分～午後5時00分介護サービス苦情処理相談窓口

　サービス利用の際には、介護保険被保険者証と居宅介護支援事業者が交付す
るサービス利用票を提示して下さい。

□ 岩出市

岩出市役所 所在地　岩出市西野２０９番地

和歌山県海南保健所 所在地　海南市大野中９３９
健康福祉部 電話番号　０７３－４８２－０６００

電話番号　０７３６－６２－２１４１
受付時間　午前8時45分～午後5時30分

電話番号　０７３－４８３－８７６２高齢介護課 介護保険係
所在地　海南市南赤坂11海南市役所

電話番号　０７３－４２７－４６６２

12　第三者評価の実施状況

現在のところ第三者評価は実施しておりません。

受付時間　午前8時30分～午後5時15分

和歌山県庁 所在地　和歌山市小松原通１－１
福祉保健部福祉保健政策局 電話番号　０７３－４４１－２５２７
長寿社会課　サービス指導

和歌山県国民健康 所在地　和歌山市吹上2丁目１番22-501
保険団体連合会

14　ご利用者様へのお願い

13　緊急時等における対応方法
　サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者の主治
医、救急隊、緊急時連絡先（ご家族等）、居宅サービス計画を作成した居宅介
護支援事業者等へ連絡をします。

【公的団体の窓口】


